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アフリカ豚熱 台湾で初確認 ! ! 
○台湾で初めてアフリカ豚熱が発生しまし 

た。日本を除くアジア全域がアフリカ豚熱 

の発生国となります。 

◇ 概要 

 １ 発生年月日 令和７年 10月 21日（火） 

 ２ 発生農場 

    所 在 地：台中市梧棲（ウーチー）区 

    飼養頭数：約 300頭 

    ＊発生農場では食品残さを給与 

国が水際対策を強化していますが、各農場においても、ウイルスを   

農場に持ち込まないよう、関係者への周知、指導に御協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
飼養豚に少しでも異状を認めたら、速やかに管轄の家畜保健衛生所に御連絡ください。 
 県央家畜保健衛生所   宇都宮市平出工業団地6-8 
 TEL:028(689)1200  FAX:028(689)1279 携帯:090-7205-0895（夜間・休日） 
 県南家畜保健衛生所       栃木市惣社町1439-20  
 TEL:0282(27)3611  FAX:0282(27)4144 携帯:090-7205-1402（夜間・休日） 
 県北家畜保健衛生所       那須塩原市千本松800-3  
 TEL:0287(36)0314  FAX:0287(37)4825 携帯:090-7205-1826（夜間・休日） 

 

養豚農家の皆様へのお願い 
○ 人・物・車両等の衛生対策及び野生動物の侵入防止対策を再点検 

○ 本病発生地域への不要不急の渡航自粛 

○ 海外への渡航者や外国人従業員等に対する指導 

☑日本に入国後一週間は、農場内に入らない 

  ☑海外で使用した衣服、靴等は農場内に持ち込まない 

  ☑外国産肉製品を農場内に持ち込まない 

（荷物の配送によるものを含む） 

○ 飼養豚の健康観察を毎日入念に行う 
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